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令和３年度 ２月 新潟市西区農業委員会定例総会 議事録 

 

１ 開催日時  令和４年２月２８日（月) 午後３時００分から３時４０分 

 

２ 開催場所  西区役所 ３階 ３０３会議室 

 

３ 出席委員（１５人） 

１番（会長）本間雄一  ２番 本間直一    ３番 池田一彦 

４番 江端美春     ５番 大嶋喜芳    ６番 梶原政好 

７番 髙杉隆司     ８番 髙井利明    ９番 原田秀一 

１０番 松井市雄    １１番 岩野惣市郎  １２番 鈴木淳子 

１３番 丸山和秀    １４番 渡邉正行 

１５番（会長職務代理者）渡部藤四夫 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 議事日程 

第１ 議事録署名委員選出 

第２ 議 事 

議案第５２号  農地法第５条許可申請に関する処分決定について 

議案第５３号   特定農地貸付けの承認申請に関する処分決定について 

議案第５４号  新潟市農用地利用集積計画の決定について 

議案第５５号  農地法第３条許可申請に関する意見決定について 

報 告 事 項   新潟市農用地利用配分計画（案）について 

報 告 事 項   農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

報 告 事 項   農地法第３条の３の規定による届出書の受理について 

報 告 事 項   農地法第４条転用届出に関する受理について 

報 告 事 項   農地法第５条転用届出に関する受理について 

報 告 事 項   農地の転用事実に関する照会書について 

 

６ 農業委員会事務局職員 

事務局長  中 島  剛   事務局次長   佐藤 清隆 

農地係長  上田 芳則   農政振興係長  五十嵐芳彰 

 

７ 会議の概要 
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定刻になりましたので、２月定例総会を開催します。 

議事日程に従い、進めさせていただきます。 

本日は、全員出席です。 

本日の総会は新潟市西区農業委員会会議規則第４条の規定により定

足数を満たしており、会議は成立しておりますことをご報告いたしま

す。 

それでは委員会会議規則第５条の規定により、本間会長から議長を

務めていただきます。よろしくお願いします。 

 

（挨 拶） 

 

それでは、議事録署名委員について、お諮りします。 

議事録署名委員は、議長である私に一任いただけますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

皆さんからご異議がございませんので、１４番、渡邉正行委員、 

１５番、渡部藤四夫委員を指名します。 

それでは、議事として提案している案件に入ります。 

議事の都合上、追加議案の議案第５５号、農地法第３条許可申請に

関する意見決定について、事務局から説明をお願いします。 

 

議案を説明する前に、案件を地区別にまとめた３ページの総括表を

ご覧ください。 

２月総会における許可案件は、坂井輪地区、３条許可１件、内野地

区、３条許可１件、赤塚地区、３条許可２件、黒埼地区、３条許可１

件、５条許可１件、特定農地貸付１件、全地区合計７件です。 

それでは、議案を説明します。 

 追加議案１ページ、議案第５５号、農地法第３条許可申請に関する

意見決定についてです。本案件は、令和４年２月２２日付け、新潟市

長許可案件につき、西区農業委員会に意見照会があったものです。 

第１地域赤塚地区です。 

１号、所在は西区赤塚で畑２筆、１，１７０㎡を売買する案件です。

申請理由は、経営規模拡大です。 

２号、所在は西区木山で畑１筆、２４６㎡を売買する案件です。申

請理由は、経営規模拡大です。 
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第１地域内野地区です。 

３号、所在は西区内野で田１３筆、１１，１６２㎡を後継者に贈与

する案件です。 

第１地域坂井輪地区です。 

４号、所在は西区小新で田４筆、１，０００㎡を後継者に贈与する

案件です。 

第２地域黒埼地区です。 

５号、所在は西区黒鳥で田１筆、４３３㎡を売買する案件です。申

請理由は、経営規模拡大です。 

なお１号、２号及び５号は、調査委員会に付されています。以上で

す。 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、総会前に調査委員会を開

催しておりますので、各地域調査委員長から報告をお願いします。 

 

調査案件は、議案第５５号、農地法第３条許可申請に関する意見決

定について、２件です。 

 １号は赤塚地区です。２月１７日に申請地の現地確認を行った結果、 

現況は休耕畑でした。 

申請書をもとに農地法第３条の取得要件を確認したところ、農作業

常時従事要件、全部効率利用要件、下限面積要件ともに問題はありま

せんでした。 

つづいて、聞き取り調査に移り、譲受人から申請地の場所及び面積、

申請理由、経営農地面積について、申請書のとおり相違ない旨、確認

しました。 

最後に、事務局から教示事項として、農地としてしっかり耕作する

よう説明を行い、調査を終えました。 

調査内容をもとに、参集委員により協議した結果、調査委員会とし

ては問題ない、許可として意見決定すべきと判断しました。 

次に２号は赤塚地区です。２月１７日に申請地の現地確認を行った

結果、現況は休耕畑でした。 

申請書をもとに農地法第３条の取得要件を確認したところ、農作業

常時従事要件、全部効率利用要件、下限面積要件ともに問題はありま

せんでした。 

つづいて、聞き取り調査に移り、譲受人から申請地の場所及び面積、

申請理由、経営農地面積について、申請書のとおり相違ない旨、確認
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しました。 

最後に、事務局から教示事項として、農地としてしっかり耕作する

よう説明を行い、調査を終えました。 

調査内容をもとに、参集委員により協議した結果、調査委員会とし

ては問題ない、許可として意見決定すべきと判断しました。以上です。 

 

調査案件は、議案第５５号、農地法第３条許可申請に関する意見決

定について、１件です。 

５号、黒埼地区です。２月１７日に申請地の現地確認を行った結果、

現況は休耕畑でした。 

申請書をもとに農地法第３条の取得要件を確認したところ、農作業

常時従事要件、全部効率利用要件、下限面積要件ともに問題はありま

せんでした。 

つづいて、聞き取り調査に移り、譲受人から申請地の場所及び面積、

申請理由、経営農地面積について、申請書のとおり相違ない旨、確認

しました。 

最後に、事務局から教示事項として、農地としてしっかり耕作する

よう説明を行い、調査を終えました。 

調査内容をもとに、参集委員により協議した結果、調査委員会とし

ては問題ない、許可として意見決定すべきと判断しました。以上です。 

 

事務局の説明及び各地域調査委員長の報告が終わりました。ただ今

の説明及び報告に対して、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問、ご意見がありませんので、案件審査に入ります。 

議案第５５号、農地法第３条許可申請に関する意見決定について、

お諮りします。 

議案第５５号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

議案第５５号は異議なしと認め、原案のとおり決定します。 

次に議案第５２号、農地法第５条許可申請に関する処分決定につい

て、事務局の説明をお願いします。 
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５ページ、議案第５２号、農地法第５条許可申請に関する処分決定

についてです。 

第２地域、黒埼地区です。１号、所在は西区金巻で、畑２筆、 

２００㎡を、売買により、個人住宅建設敷地とする案件です。農地区

分は第３種農地です。 

なお、本案件は調査委員会に付されています。以上です。 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、総会前に調査委員会を開

催しておりますので、第２地域調査委員長から報告をお願いします。 

 

調査案件は、議案第５２号、農地法第５条許可申請に関する処分決

定について、１件です。 

１号、黒埼地区です。２月１７日に申請地の現地確認を行った結果、

現況は休耕畑でした。 

申請書をもとに転用理由、事業概要を確認し、事務局で行った指示

内容、現地調査の結果により、現時点で申請に問題はない旨、確認し

ました。 

つづいて、聞き取り調査に移り、申請地の場所及び面積、申請理由、

転用事業計画、被害防除、他に及ぼす影響について、申請書のとおり

相違ない旨、確認しました。 

申請地は、第３種農地で、農地転用許可基準エ－（ア）－a－（a）

「水道管、下水道又はガス管のうち２種類以上が埋設されている道路

(バイパス・高速および農業用道路は除く)の沿道の区域で、５００ｍ

以内に２以上の教育施設、医療施設、公共施設等がある農地」に該当

するため、参集委員により協議した結果、許可として問題はないと判

断しました。 

最後に、事務局から教示事項として、転用目的に沿った使用と工事

完了報告書の提出の説明を行い、調査を終えました。以上です。 

 

事務局の説明及び第２地域調査委員長の報告が終わりました。ただ

今の説明及び報告に対して、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問、ご意見がありませんので、案件審査に入ります。 
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第２地域調査委員長 

（４番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５２号、農地法第５条許可申請に関する処分決定について、

お諮りします。 

議案第５２号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

議案第５２号は異議なしと認め、原案のとおり決定します。 

次に議案第５３号、特定農地貸付けの承認申請に関する処分決定に

ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

６ページ、議案第５３号、特定農地貸付けの承認申請に関する処分

決定についてです。 

第２地域黒埼地区です。１号、所在は西区立仏で、畑４筆、 

２，８９７㎡を市民農園とする案件です。 

市民農園の開設者は農地所有者で、特定農地貸付法により新潟市長

と貸付協定を締結し開設するものです。運営は農園開設者から委託を

受けた運営会社が営農指導も含め、行うこととしています 

なお、本案件は調査委員会に付されております。以上です。 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、総会前に調査委員会を開

催しておりますので、第２地域調査委員長から報告をお願いします。 

 

調査案件は、議案第５３号、特定農地貸付けの承認申請に関する処

分決定について、１件です。 

１号は黒埼地区立仏で、畑４筆、２，８９７㎡を特定農地貸付法に

規定する市民農園として開設する案件です。 

市民農園開設の委託を受けた代理人から事情聴取しました。 

申請地は、元々、市が管理する市民農園でしたが、平成２９年３月

末を以って閉園しました。その後、現在の土地所有者が管理を行って

いましたが、農地の耕作管理に困っていたところ、市民農園の開設を

手助けする会社があることを知りました。 

農園の管理運営を委託するメリットは、入園者との仲介・調整を代

行してもらえること、また市との農園開設にかかる手続きを行っても

らえること、かつ農地のまま有効活用できることでした。 

この代理人が西区で市民農園を開設するのは６箇所目で、運営に関

わっている市民農園の入園率は５割以上の実績があり、東区、中央区、
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１５番 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

江南区でも同様の市民農園を開設しているとのことです。 

続いて聞き取り調査に入り、地元委員から、申請地は通学路に接し

ていることから、車等でお越しの農園利用者に対して、通学する児童

に十分注意するよう伝えてほしいこと、近隣農家への被害防除などに

配慮すること、そして地元自治会との意見交換を積極的に行うことな

どの要望が出され、代理人も了承しました。 

本申請は，「特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律」の

規定に基づき、申請書の内容を確認し、要件に該当することから、参

集委員により協議した結果、承認することに問題はないと判断しまし

た。以上です。 

 

事務局の説明及び第２地域調査委員長の報告が終わりました。ただ

今の説明及び報告に対して、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

市民農園が３０区画できる計画となっていますが、駐車場はどうな

っているのでしょうか。 

 

駐車場は２ａ未満の届け出により、当該農地の中で６台分用意する

計画となっています。 

 

他にご質問、ご意見はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問、ご意見がありませんので、案件審査に入ります。 

議案第５３号、特定農地貸付けの承認申請に関する処分決定につい

て、お諮りします。 

議案第５３号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

議案第５３号は異議なしと認め、原案のとおり決定します。 

次に議案第５４号、新潟市農用地利用集積計画の決定について、事

務局の説明をお願いします。 

 

議案を説明する前に、案件を事業別、地区別にまとめた４ページの
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総括表をご覧ください。 

上段の利用権設定等促進事業は、新規の賃貸借権設定、６年のもの

が４件、１０年のものが８件、新規の所有権移転、売買が２件、交換

の申出はありません。更新の賃貸借権設定３年のものが１件、１０年

のものが３件、移転の賃貸借権設定、６年のものが１件、１０年のも

のが４件、全地区合計２３件です。 

中段の農地中間管理事業は、新規及び更新の賃貸借権設定、１０年

のものが５４件、全地区合計５４件です。 

それでは、議案を説明します。 

７ページ、議案第５４号、新潟市農用地利用集積計画の決定につい

てです。 

８ページは新規分、９ページは更新分、１０ページは合計の地区別

実績表です。 

地区別の合計は、赤塚地区６件、面積は２９，５８１㎡、内野地区  

３件、面積は５，４９１㎡、黒埼地区８件、面積は４９，２５８㎡、

四ツ郷屋地区１件、面積は４，１８４㎡、全地区合計１８件、面積は

８８，５１４㎡です。 

１１ページ、提案文です。 

「議案第５４号 新潟市農用地利用集積計画の決定について 

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による新潟市農用地利用集

積計画の決定について、下記のとおり提案する。 

令和４年２月２８日提出 新潟市西区農業委員会会長 本間雄一」 

提案文以降、１１ページから１５ページが内訳で、それぞれの契約

内容になります。 

次に１７ページ、農地中間管理機構が、農地を借り受けるものです。

１７ページは新規分、１８ページは合計の中間管理事業の地区別実績

表です。 

地区別の合計は、赤塚地区９件、面積は２６，４４６㎡、中野小屋

地区１９件、面積は６３，９３９㎡、坂井輪地区２０件、面積は 

１００，４７２㎡、黒埼地区６件、面積は１４，３５０㎡、以上、全

地区合計５４件、面積は２０５，２０７㎡です。 

１９ページから２９ページまでが新規分の内訳です。 

３０ページ、定例総会で議案承認後に西区農業委員会会長から市長

あての公告依頼文の案です。公告依頼日は令和４年３月１４日です。 

以上です。 
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ただ今の事務局からの説明に対して、ご質問、ご意見はありません

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問、ご意見がありませんので、案件審査に入ります。 

議案第５４号、新潟市農用地利用集積計画の決定について、お諮り

します。 

議案第５４号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

議案第５４号は異議なしと認め、原案のとおり決定します。 

次に、報告事項に入ります。 

報告事項、新潟市農用地利用配分計画（案）について、報告事項、

農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について、報告事項、

農地法第３条の３の規定による届出書の受理について、報告事項、農

地法第４条転用届出に関する受理について、報告事項、農地法第５条

転用届出に関する受理について、報告事項、農地の転用事実に関する

照会書について、一括して事務局から説明をお願いします。 

 

農政振興係所管の報告事項を説明する前に、４ページの地区別にま

とめた総括表をご覧ください。 

下段、農地中間管理事業の利用配分計画は、新規の賃貸借権設定 

１０年のものが５４件、更新分はありません。移転分は３年のもの 

４１件、６年のもの２件、１０年のもの１０件、全地区合計１０７件

です。 

３１ページ、報告事項、新潟市農用地利用配分計画（案）について

です。３１ページが新規分の地区別実績表です。次の３２ページが合

計の実績表となります。地区別合計のみ読み上げます。赤塚地区９件、

面積は２６，４４６㎡、中野小屋地区１９件、面積は６３，９３９㎡、

坂井輪地区２０件、面積は１００，４７２㎡、黒埼地区６件、面積は

１４，３５０㎡、以上、全地区合計５４件、面積は２０５，２０７㎡

です。 

３２ページから４３ページまでが新規分の契約内容です。 

地区別実績表に含まれない中間管理権移転分は、４４ページから 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

５４ページまでがその内訳となっています。 

なお中間管理権にかかる県公告は、令和４年４月２６日です。以上

です。 

 

説明者が変わります。 

農地係所管の報告事項を説明する前に、３ページの地区別にまとめ

た総括表をご覧ください。下段の地区別件数表のとおり、全地区合計

４１件です。 

５５ページ、報告事項、農地法第１８条第６項の規定による通知書

の受理について、合計のみ報告します。 

２件取下げ後、全地区合計２２件、田合計９４筆、７９，９８６㎡

の解約を受理しました。 

６１ページ、報告事項、農地法第３条の３の規定による届出書の受

理について、合計のみ報告します。 

全地区合計３件、田畑合計５１筆、４１，０７２㎡の相続による届

出を受理しました。なお、１号については、農業委員会による農地売

却等あっせんの希望を予定しています。 

 ６２ページ、報告事項、農地法第４条転用届出に関する受理につい

て、合計のみ報告します。 

全地区合計２件、田・畑合計４４筆、３１，５０１．０８㎡の転用

届出を受理しました。 

６３ページ、報告事項、農地法第５条転用届出に関する受理につい

て、合計のみ報告します。 

全地区合計９件、畑合計１３筆、３，４７０㎡の転用届出を受理し

ました。 

６６ページ、報告事項、農地の転用事実に関する照会書についてで

す。新潟地方法務局から照会があったものは３件で、家屋の建築状況、

非農地化した事実及び経過年数を確認し、現地調査の上、非農地、一

部農地としてそれぞれ回答しました。以上です。 

 

ただ今の説明について、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問がないようですので、事務局報告のとおり決定します。 

以上で議事として提案した案件について終了します。 
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第２地域調査委員長 

（４番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

次に、２月１６日に農地部会が開催されましたので、農地部会長か

ら会議内容の報告を受けます。 

 

２月１６日に農地部会を開催したので、報告します。 

出席委員は、農業委員、推進委員あわせて１３名でした。 

協議事項は、違反転用是正の進捗状況及び違反転用者に対する今後

の対応についてです。 

令和２年度末現在の西区全体の違反転用件数は２０件で、面積は 

３１，１０９㎡でした。 

令和３年度中の増減は、違反転用が解消した件数６件、面積 

１０，９１３㎡、新規に発見した違反転用件数７件、面積 

８，６５５㎡で、令和３年度末現在の違反転用件数は２１件、面積は

２８，８５１㎡、前年比マイナス７．３％となりました。 

また今年度の違反転用者に対する是正措置は、口頭指導と文書指導

とし、全ての違反転用者に対して、いずれかの対応をしました。文書

指導は違反転用者に是正文書を発送し、今後の改善計画を添付した回

答を求めました。 

今回の部会ではこの改善計画などをもとに、今後の違反転用者に対

する対応を協議しました。担当委員から現在の状況の報告があり、違

反転用の勧告に従わない原因・理由の把握を共有しました。 

事案によっては、違反状態が解消されず、長期間継続しています。

またその間に違反転用者の倒産や所在不明等が生じることもあり、違

反状態の解消がますます困難となります。 

農業委員会は、地区担当委員の違反転用事案の確認など日々の活動

を通じて、異常にいち早く気づき、早期に是正することが、優良農地

を保全する観点から重要であることを確認しました。以上です。 

 

事務局から報告事項等はありませんか。 

 

６７ページ、３月、４月の業務日程です。 

はじめに３月の業務日程です。 

１６日、水曜日、午後３時から、農政振興部会を区役所３階３０３

会議室で開催します。農政振興部会員のほか、会長、会長職務代理者

から出席いただきます。 

２３日、水曜日、午後１時３０分から、一般社団法人新潟県農業会

議第１３１回通常総会が中央区で開催されます。会長が出席されます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

２５日、金曜日、午後３時から、第１地域対策委員会を開催し、終

了後に調査委員会を開催します。２８日、月曜日、午後３時から、第

２地域対策委員会を開催し、終了後に調査委員会を開催します。会場

はいずれも区役所３階３０３会議室です。 

３０日、水曜日、午後３時から、農地利用最適化推進委員の皆さん

からも出席いただき、３月定例総会及び研修会を区役所健康センター

棟１階１０４・１０５会議室で開催します。 

次に３月の申請締切日です。農地法３月総会分が３月９日、水曜日、

農業経営基盤強化促進法４月総会分が３月２５日、金曜日です。 

次に４月の業務日程です。 

１日、金曜日、午後３時から、新潟市農業委員会の市長招集総会が

中央区で開催されます。西区部会長、同部会長職務代理者、農業委員

の出席をお願いします。 

４日、月曜日、午後３時から、農地利用最適化推進委員（西区）委

嘱状交付式及び研修会を区役所健康センター棟１階１０４・１０５会

議室です。推進委員、農業委員の出席をお願いします。 

２２日、金曜日、午後３時から、西区調査委員会を区役所３０３会

議室で開催します。担当推進委員の出席をお願いします。 

２６日、火曜日、午後３時から、西区部会を区役所健康センター棟

１階１０４・１０５会議室で開催します。 

２８日、木曜日、午後３時から、４月定例総会を江南区役所で開催

します。西区部会長、同部会長職務代理者、農業委員の出席をお願い

します。以上です。 

 

ただ今の事務局からの説明に対して、ご意見、ご質問はありません

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

ないようですので、以上で２月の定例総会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

議事録に相違ないことを認める。 
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